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自転車が快適な季節となりました。
自転車は、ゆとりを持って走りましょう。

○ ヘルメットは全世代で着用しましょう
○ 信号と一時停止を厳守しましょう。
○ スマホ使用の「ながら運転」はとても危険です。
○ 自転車は車両です。原則として車道を走行しましょう。
歩道を走行できるのは例外です。歩道では歩行者優先です。

小学校で交通安全講話中の

交通第１課 斉藤係長(左)

自転車が被害に遭う交通事故が増えています。

自転車も車両の仲間です。ルールを守って交通事故の被害に

遭わないようにしましょう。

また、４月から、誰でも自転車に乗る際はヘルメットを着用する

よう努めなければならなくなりました。

自分の命を守るためにもヘルメットを着用しましょう。

４月・５月は小学校で全生徒に対し、 新１年生の通学が始まり ４月から全世代でヘルメット着用が

交通安全教室を開いています 通学路で見守り活動をしました 努力義務となりました。おとなもね！

自転車事故の２割は、自転車が第一当事者（加害者側）の事故です。

自動車の事故と同じように、第一当事者には高額の賠償金を請求されることがあります。

〇 自転車保険 〇 自転車販売店で自転車の点検・整備

〇 自動車保険や傷害保険の特約 (有料)時に貼付される「ＴＳマーク」

〇 火災保険の特約 には傷害補償や賠償責任補償が付帯

〇 クレジットカードの付帯保険 等 されます。（１年間有効）

北海道 札幌市 西区

発生 2,984 +218 1,538 +89 148 +14 薄暮時から夜は事故の起きやすい

死者 24 ▲3 6 ▲1 0 ▲1 時間帯です。家族に心配を掛けな

傷者 3,553 ＋300 1,790 +125 167 +19 いよう、外出時は必ず夜光反射材

を着けて出かけましょう。
令和４年中は、札幌市内で８２５件の自転車事故が起き７人が死亡しました。

交通事故全体の約２割が自転車事故です。ヘルメットをかぶり、交通ルールを守って楽しくサイクリングしましょう。


